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明けましておめでとうございます。 

昨年は牛尾病院にとりましては、創立 30周年の記念す 

べき年になり、介護医療院の開設や関連施設を含め充実 

した活動を行うことができました。この場をお借りしま 

して皆さまにお礼申し上げます。 

さて、いよいよ来年 2020年は東京オリンピック開催の 

年です。世界の国々から注目される東京そして日本です。 

私どもも皆さま方の健康を守っていくことを通して、社 

会に貢献できればと考えております。 

昨年の医療・介護業界は診療報酬・介護報酬の同時改定がありました。この改定は団塊の世代

と言われる世代の人全てが、後期高齢者となる 2025年に向けての改定でした。超高齢化・少子化

が進む社会の中で、医療は「治す医療」から「治し支える医療」に、そして介護は自立支援を目指

した介護の提供をするように変化してきています。高齢の方が病気になった時、回復するには時

間を要します。個々を尊重し、切れ目のない医療・介護を提供することで地域の皆さまが、安心・

安全に暮らせる社会の一助になれば幸いです。         

職員一同当法人の基本理念である、「地域医療に貢献します」・「患者さん中心の医療・介護に徹

します」・「医療・介護の質の向上を目指します」の下、皆さまに愛される病院としてこの地域に存

在していきたいと願っております。 
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介護保険負担限度額認定制度について 

介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）施設サービス・短期入所

サービスの食費・居住費（滞在費）について、利用者は施設等との契約にもとづく額を負担します。ただし、下記の項

目に該当される方につきましては費用負担額が軽減されます。 

 

 

 

 日額 

対象者 
居住費 

（入所先、ユニット、多床室で異なる） 
食費 

第３段階 
本人、世帯分離している配偶者 

及び世帯全員が非課税で第 2段階に該当しない 
370 円～1,310 円 650 円 

第２段階 

本人、世帯分離している配偶者 

及び世帯全員が非課税で本人の合計所得金額 

と課税年金収入額と非課税年金収入額 80万円以下 

370 円～820 円 390 円 

第１段階 

生活保護受給者 

老齢年金受給者で、本人・世帯分離している配偶者 

及び世帯全員が非課税 

0 円～820円 300 円 

 

 

 

   

新年明けましておめでとうございます。うしお通信は、各

部署から一名ずつ委員が選ばれ紙面の担当を決め、年６回奇

数月に発行しています。 

今年も地域の皆様にいろいろな情報をお届けできるよう紙

面作りに工夫して参りますのでよろしくお願い致します。 

広報委員会一同 

どうぞこれからも、皆さま方のご理解とご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

2019年が皆さまにとりまして、良い年になり

ますことをお祈りしつつ、新年のご挨拶とさ

せていただきます。 

 

医療法人 竜仁会 牛尾病院 

院長 牛尾浩樹 
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牛尾病院指定居宅介護支援事業所 

 

 

 

 

当事業所には 7名のケアマネジャー（介護支援専門員）が在籍し、要介護認定申請のお手伝いや、支援・

介護が必要な方々の居宅サービス計画（ケアプラン）の作成等を行っています。単にデイサービスやヘル

パー等介護サービスの調整をするだけでなく、主治医や、ご家族、近所の方々、市役所、地域包括支援セ

ンター等、施設や病院相談員など必要な方々との連携や相談をしながらケアプランを作成し、望む暮らし

のサポートをさせていただきます。 

また、日頃より地域の方々との顔が見えるつながりを大切にしていきたいと考えております。松葉小学校

での夏祭りの出店や、事業所前で行うハロゥィン祭りなどは恒例になりました。さらに、ご要望により、

地域の方への介護保険説明会や法人施設見学ツアーなども企画いたしました。 

「いつまでも、地域で・住まいでいきいきと、暮らすためのお手伝い！」をモットーにご支援をさせて

いただいております。ご相談は無料です。お気軽にどうぞ。 

 

 

 

龍ヶ崎市松葉 1-6-1 

℡0297-60-2234 

インフルエンザに注意 
インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染して起こる病気です。 

伝染性が非常に強く重症化しやすいため、普通のかぜとは区別すべき病気です。 

＜インフルエンザウイルスの種類＞ 

現在までに人の世界で発見されているインフルエンザウイルスには、A、B、Cの３つの型があります。

毎年流行を起こすのはA型と B型で、中でも大流行を起こすのは A型です。 

＜感染経路＞ 

インフルエンザを発病する前日から発病後３～7日間程度は感染力があると言われています。 

インフルエンザ患者のせきやくしゃみなどとともにインフルエンザウイルスが小さな飛沫となって 

空気中に飛び散り、これを周りの人が吸い込むことや、インフルエンザウイルスがついた手で、 

目や口を触ることで感染します。 

＜予防の基本＞ 

☆インフルエンザワクチンを接種しましょう。 

～インフルエンザが流行したら～ 

☆人ごみや繁華街への外出を控える 

☆外出時にはマスクを着用する 

☆室内では加湿器などを使用して適度な湿度を保つ 

感染対策委員会より        

 

 

入所様との信頼関係を大切にし、仕事

に取り組んでいきたいと思います。 

介護医療院 根本暢之 

今年も患者さんに寄り添える

リハビリができるよう，頑張り

ます。 

リハビリテーション科 

 緑川絵莉華 

常に笑顔で患者様に安心していただける

受付対応を心がけていきます。 

医事課 上本加奈 

検査に対する患者様の不安

を取り除けるようなご説明、

対応を心がけます。 

臨床検査科 近藤美香 

 

今年も体調管理に気を付け、日々感

謝をして仕事を頑張っていきます。 

療養病棟 直江かおり 

患者様と笑顔で接して、レントゲンも

見やすく撮っていきたいと思います。

今年も頑張ります！ 

放射線科 浅野朱音 


